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第５回練馬区障害者計画懇談会議事録 

 

１ 日時   平成２３年１月２５日（火） 午後６時３０分から午後８時３０分 

２ 場所   練馬区役所地下多目的会議室 

３ 出席委員 朝日委員（座長）、河村委員（副座長）、馬場委員、坂元委員、志澤

委員、安部井委員、鈴木委員、保坂委員、長澤委員、齋藤委員、森

下委員、田中委員、市川委員、河合委員、米村委員、森口委員、渡

邉委員、吉田委員、八戸委員、石野委員 （以上２０名） 

       ※欠席委員 野澤委員、前田委員、河辺委員、工藤委員、秋本委員、

伊東委員、矢吹委員、千田委員、今田委員 

４ 傍聴者  ４名 

５ 配布資料 ①家族から見た難病の子どもと地域のつながり 

       ②障害者基礎調査報告書 

       ③障害者の就労支援 

       ④障害のある子どもを支援する 

       ⑤委員意見 

       ⑥改正障害者自立支援法の概要 

       ⑦施設退所者の地域移行先（第４回懇談会追加資料） 

 

６ 内容 

 

○事務局 

   （１）の所がございまして、こちらに「難病児者の状況について」ということ

で、ご報告をお願いしておりましたＮＰＯ法人難病の子ども支援全国ネットワー

クの福島様が、急な体調不良ということで本日ご欠席となってしまいました。こ

のため難病児者の状況説明については、次回３月ですけれども、こちらのほうで

行なう予定とさせていただきたいと思います。ですので、議事については（２）

の「障害者基礎調査報告書について」から進めるという形を取らせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

   続いて資料の確認ですけれども、事前送付させていただきました資料に加えま

して、追加の資料が何点かございます。まず、サーモンピンクの冊子を席上に配

らせていただきました。こちらが次第のほうに載せております資料２ということ

で「障害者基礎調査報告書」になってございます。後ほど説明をさせていただき

たいと思っております。また、法改正に関係いたしまして、少し詳細なのが国か

ら示されておりますので、資料６－２とナンバーを打ちまして配布させていただ

きました。また、毎回配布しておりますけれども、ご意見等を記入していただく

用紙を配布してございます。一応、次回予定としては「障害者医療」と「福祉の

まちづくり」についての検証という形になってございますけれども、次回が、検

証部分については最後の回になってございますので、これまでの回ですべて検証

を網羅するということはなかなか難しいんですけれども、何か皆様方のほうで
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「これについては、どうなのか」というような部分がございましたら、ご意見を

こちらのほうに寄せていただければというふうに考えております。 

そういった関係で、必要に応じて次回の懇談会の議題とさせていただきたいと

いうふうに思っておりますので、締め切りの期限を若干早めに設定をさせていた

だいております。よろしくお願いいたします。説明は以上でございます。では、

この後の進行は朝日座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○座長 

   皆さん、どうもこんばんは。あっと言う間に 1 月も２５日ということで、年が

明けた途端、年度末に向かって大変あわただしい状況になったかと思います。そ

のような中、今日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。前回から

今日までを振り返ると、ちょうど１２月の頭に障害者自立支援法の当面のつなぎ

ということで、改正法案が通りました。それを踏まえると、２４年辺りに１つの

山場があり、また、これまで通り総合福祉法（仮称）については２５年８月まで

ということで、この２つの山を迎えることになりまして、それに対してどういう

ような準備や、あるいは議論をしていくか。これからまさに予断を許さない状況

が続いていくんだと思います。 

   そういう中で、大きな制度、法律の枠組みをきちんと踏まえながら、障害のあ

る方の実態に即した計画のあり方というのを、地域の中で希求、求めていきたい

と思いますので、いつも同じではございますけれども、忌憚のないご意見あるい

は情報交換とさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、ここからはしばらく座長を務めさせていただきますので、皆様方、

ご協力よろしくお願いしたいと思います。傍聴の皆様も、どうもご出席ありがと

うございます。 

   じゃあ報告からまいりますが、先ほど事務局からもお話がありましたように、

本来であれば、難病児者の状況について福島様にご報告いただく予定だったんで

すが、今日はご事情によりまして次回ということにさせていただきたいと思いま

すので、皆様また改めてご確認を下さい。また、この件について、馬場委員さん

のほうでも大変お骨折りいただいたというふうに伺っております。どうもありが

とうございます。また次回詰めていきたいというふうに思っています。 

   それでは２番目になりますが「障害者基礎調査報告書について」でございます。

これは、事務局からまずご説明をいただくということでよろしいでしょうか。で

は、お願いします。 

 

○事務局 資料２の説明  

○座長 

  ありがとうございました。表紙に本年の 1 月と書いてありますように、この基

礎調査が報告書としてまとまったというご説明でございました。報告事項ではあ

りますけども、この件について委員の皆様方から何かございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。繰り返しになりますけども、この調査そのものをこの委員会

で調査項目などを協議したいということではなく、先んじる形で進んでおりまし
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たので、むしろこの委員会では、これを基礎資料としてどう読み込んでいくか、

これからの計画にどう反映していくかという点で、委員の皆様方のまた知見をお

借りしまして深く読んでいきたいと考えております。 

  ですから、先ほどの自由記述の所も含めて、これは淡々とデータをそのままま

とめてあると。こういう印象のものだと思います。よろしいでしょうか。はい。

それでは報告事項は以上でございます。 

  これから、では３つ目の課題になりますけども「改定練馬区障害者計画の検証」

ということで、従来からこの懇談会で順次テーマごとに検証してまいりましたけ

ども、今日は２つ、「就労支援について」と「障害児支援について」、皆様方と懇

談をしていきたいと思います。それでは事務局から説明をお願いしたいと思いま

す。それぞれ事務局から資料説明をし、皆様方の意見をちょうだいしたいという

ふうに思います。よろしいでしょうか。どうぞお掛けになったままご説明いただ

ければと思います。 

○事務局 資料３の説明  

○座長 

  ありがとうございました。それでは今、事務局からご説明いただいた事柄、ま

た、就労支援について、今日の資料にも、事前に委員さんから頂戴いたしました

資料を用意してございますので。また、お出しいただいた委員さんにつきまして

は、この事前の意見に基づいて、さらにこの懇談会の中でご発言いただければと

いうふうにも思います。就労支援に関する点で、どの点でも結構でございますの

で、委員さんからのご意見あるいはご質問を頂戴したいと思います。いかがでし

ょうか。はい、お願いします。 

○委員 

  まず、図表の見方でちょっと教えていただきたいんですが。５ページの、今説

明のあった、区内就労実績の２の協会実績とあって（内数）と書いてありますが、

ちょっとここの意味がいま一つわからないので。例えば平成２１年度のデータで

見て、協会実績が４８で、その上が６６なので、単純にこれは１３２名の方が就

労されたというふうに考えていいのかどうか、教えていただきたいのと、あと、

その下の３の就労促進協会の実績という所で、相談件数がかなり増えてるという

実情はわかったんですが、具体的なその中身は、どんなことが出てるのかとか。 

特に精神障害の方がもう飛躍的に増えてますけど、その背景…、さっきちょっ

と、精神障害の方もカウントされるようになったというお話はあったんですが、

それだけで、こんな増えるものかというのをちょっと思うものですから。ちょっ

とその辺り、もしわかってることありましたら、ちょっと教えていただきたいと

思います。 

○座長 

  ありがとうございます。関連する質問はよろしいですか。はい、ではどうぞ。 

○委員 

  報告書の２８ページ、２９ページ、３０ページ。その内訳に関して、ちょっと。

調査したことで載っているんですけれども、ここに、いわゆる自営業、家業の手
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伝いとか、会社・団体等、臨時、日雇い、パートなど、内職などあるんですけれ

ども、福祉作業所というのは非常に、知的障害と精神障害が多いんですよね。４

９．６％と５２．７％なんです。そういった実態で、例えばそれを、この資料３

で繰り込んじゃってないかということなんです。就労したということで、実はそ

の５２．７％が精神障害で言わせると、約半数以上が実は就労のそういう施設に、

要するに事業所に出てる方ですよね。 

  事業所というのは、こっちの厚生労働省の自立支援法の改正案にも書いてある

ように、応能負担というのがまだ発生しているわけなんですよね。いわゆる利用

者負担というやつが。それを本当に就労とみなしていいのかどうか。約半分ぐら

いが就労と言いながら、そういう事業所に通っている状況で、例えば資料のまと

めとして、就労したという所に、数にそういうのをカウントしてるんじゃないか

というのがちょっと心配なんです。実は、応能負担、要するに利用者料を払って

る所に、ほとんど半分以上が勤めているという実態が反映されてないんじゃない

かと思うんですけど。以上です。 

○座長 

  ありがとうございました。その点につきましても、もし事務局でお答えいただ

ければと思いますし、また、必要に応じてちょっと私のほうからもご説明申し上

げたいというふうに思っています。それじゃあ、都合３つご質問を頂戴しました

ので事務局からでよろしいですか。はい、お願いいたします。 

○事務局 

  ご質問ありがとうございます。順番に回答のほうさせていただければと思いま

す。はじめにご質問いただきました、本日の資料の５ページの区内就労実績のほ

うでございます。こちらのほうで２段書きにさせていただいておりますのが、練

馬区内の就労移行の支援事業所さんですとか、継続Ｂ型の事業者さんを含め、そ

ういった所から就職された方が平成２１年度、６６名いらっしゃいます。 

  その中で、就労促進協会の実績を内数という形で書かせていただいているのが、

協会の就労移行の自立支援の事業所ということで、６６名の中、入っているんで

すが、一部、Ｂ型の事業所さん等と一緒に就労支援を協会のほうでさせていただ

いている方もいらっしゃいますので、ここの所で内数という形で書かせていただ

きました。 

  次にご質問いただきました、３番の就労促進協会の実績の相談の中身のほうで

ございます。大変申し訳ないです。今、昨年度のものと言うよりも、今年度の数

字ですと、内容が手元にあるので、概ね相談件数の分け方のほうは同じなので、

そちらのほうを使わせてご説明させていただきます。 

  相談内容として、大きく促進協会のほうでは、就職に関するご相談、転職に関

するご相談など、現在勤めているけれども、その職場を辞めたいというご相談、

あと、勤めている所の職場環境に関する相談と、あと、働きながらの生活に関す

るご相談、「就労促進協会の利用に係る登録を、どういうふうにしたらいいんで

すか」という相談と、その他というところで、人間関係ですとか、そういったと

ころのことを含めたご相談というふうに、全部で７つに分けて分類をしておりま
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す。 

  今年度の４月から７月１日現在という数字で拝見しますと、やはり一番多いご

相談のほうが、就職のご相談が大変多くございます。その次に来るのが、やはり

利用についてのご相談ということで、あと、その他人間関係とその他に類するも

のが３番目ということでございます。若干、あと、その他の所が、ご本人からの

人間関係のところを含め、また、会社に勤めていらっしゃる、障害者を雇用して

いらっしゃる会社等のほうからのご相談も、その中に入っているものと思われま

すので、若干ご本人様からの質問以外も入っているものがあるということで見て

いただければと思います。大変申し訳ないです。２１年度の実績の内訳について

は今手元にないので、２２年の７月までの数字で代えさせていただきます。 

あと、お手元にあります基礎調査のほうで、知的・精神の方の数が多く記載さ

れている所で「就労実績の中に入ってるのでは？」ということのご心配をいただ

いた点ですが、このお手元にあります資料の５ページの区内の就労実績につきま

しては、一般企業に就労した方の数字ということで、分けて記載をさせていただ

いております。 

  ですので、例えば基礎調査の２８ページの身体障害の方というとこでございま

すと、例えば「就職で、自営業で改めて契約ちゃんとしました」とか、３番にあ

る「会社・団体等の正規の職員になりました」と。または、短時間の雇用につき

ましても、就労ということで支援をしておりますので、４番目の臨時、日雇い、

パート、嘱託等といったところも含めてということで、区内の就労実績として挙

げさせていただいております。よろしいでしょうか。 

○座長 

  ありがとうございました。ご質問いただいた点につきましてはよろしいでしょ

うか。 

ちょっと私のほうで僭越ながら、さらにコメントさせていただきますと、精神

障害の方自体は、ハローワークの窓口での求職登録者数も非常に右肩上がりで上

がっているということと、もちろん先ほどご説明にもありましたように、企業で

今まで身体障害・知的障害のところの採用にとどまっていたところが、精神障害

の雇用にも取り組み始めたということもありますし、全体としては就労に向けて

の希望が高まっているというのが、この件数を押し上げている１つの背景だとい

うふうに考えられます。 

  ただ同時に、ここにはなかなか読み取りにくい所があるんですが、今お話にあ

りましたように、例えば離職の予防であるとか、あるいは就労生活の質を上げて

いくための生活に関わる相談であるとか、こういうものが相談としてきちんと行

なわれて、初めて就労の継続につながるという側面も非常に大事な部分だと思い

ますので、この数字が就職者数とか、就職件数だけにとどまらないで、もう一方

で離職を予防したり、就労継続をしていくための努力として、この相談が行なわ

れていくということを確認することがすごく重要になってくると思います。 

  それと、さらに委員さんのお話の中では、やはりこの就労と言ったときに、皆

さんもご承知の通り、就労移行支援と言ったときの就労というのは一般企業など
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で働くことですし、就労継続と言ったときには、福祉施設、まあ事業所の中で就

労を続けるということになりますので、就労という言葉１つを取っても、やはり

位置付けによって変わってくる。ということは、この今ご説明いただいたデータ

を見るときには、やはり長澤委員さんにご指摘いただいたように、基礎調査の２

８ページ、２９ページ、３０ページの状況を全体のものとしてとらえた上で、こ

の就労移行のデータを押さえていかなければいけない。でないと、障害がある人

の働くということの実態や、そこに対する計画のあり方を考える上では、どちら

か一方、非常に不足する部分が、欠落する部分があるということをご理解いただ

かないといけないなというふうに思いました。 

  ほかに就労支援について、はい、お願いします。 

○委員 

   最初、質問があった部分で、事務局の回答が抜けてた部分、僕が言っていいの

かどうかわからないんですけど、精神障害の方の１９年から相談件数が増えてる

というところで、１９年から精神障害の方の相談とか求人が始まってるんです、

レインボーワークさんとして。だから、そこで多分数字が１９年度から上がって

るのかなと思いました。 

   あと中身のほうなんですけども、まず３ページで、１番上の○の部分なんです

けども「練馬区障害者就労促進協会（レインボーワーク）」となってて、この以

下、レインボーワークで表示になってるのかなと思うんですが、５ページに戻る

と、また就労促進協会とかで、ちょっと見にくいかなと。わからない人はわから

ないかなとか思ってて、「就労促進協会（以下レインボーワーク）」とかという形

で、何かパッと見てわかるような感じでの記載の仕方だと良かったのかなと、ま

ず見てて思ったのがありました。 

   あと、実際中身のほうなんですけども、３ページの○の上から３番目、いろい

ろレインボーワークのほうへの相談の内容で、７項目に分けてというお話があっ

たんですけども、やっぱり障害を持ってる方の働きにくさとかというのって結構

たくさんあると思うし、それ以外にも分けられない部分のこととかがあるんだな

というふうに感じてます。 

   実際このまとめの中でも、生活しづらさとか。２番目の○の所の「また」以下

です。「働くに必要な環境として」という所で「職場の理解や障害に配慮した働

き方の他に」と書いてあるんですけども、ちょっとここをもう少しボリュームつ

けてまとめてもいいのかなと思ったという感想です。以上です。 

○座長 

  ありがとうございました。さらにいかがでしょうか。はい、お願いします。 

○委員 

  今の座長さんのお話で、就労継続と就労移行支援というか、その違いがよくわ

かりました。私はたまたま仙台のほうに、ご存知だと思う、「ほっぷの森」とい

うユニークな、一般企業の社長さんが立ち上げられた就労支援センターです。そ

こで、本当に福祉の関係じゃなくて、アナウンサーですとかコピーライターです

とか、いろんな市民の各専門の方がプログラムを組んで参加なさって、ちょっと
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見学に行ったんですが、すごくユニークなというか、就労もかなり実績を上げて、

一般就労につながってるようなんです。 

  今ここを見ますと、私どもはレインボーワークということしかどうも見えてこ

ないんですが、練馬区の中にもそういうふうな就労支援なさる所がいくつかある

のかとか、それから、もうちょっと民間の活力を導入してもいいのかな、なんて

いうことを思いながら聞いておりました。よろしくお願いします。 

○座長 

  ありがとうございます。今のお話の中では、少し質問的な要素もあると思いま

すので、もし事務局でよろしければ、就労移行支援事業者が２２年度に６カ所と

いうことで、この中にも関係者の方がいらっしゃるわけですけども、それ以外に

も何か特徴的な、まあレインボーワークは全体をコーディネートするような機能

で、もちろんこの数字に乗りますように、就労移行支援事業者と連携しながら就

労移行を図ってるということなんですが、その中で何か特徴的な動きとか、中に

は株式会社組織でやってるような所もありますので、そのような動きみたいなと

ころで何か特筆するところがあれば、ご紹介いただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○事務局 

  区内で、先ほど申し上げましたように、６カ所の事業所がございます。その中

で、民間との協力というわけではないんですけれども、店舗を設けて移行支援の

事業に取り組まれている事業所様もありますので、そういった所では住民の方や

地域の方のご理解を、それぞれ法人様のほうでご理解いただけるような土壌をつ

くってということでやられているところですが、そういったことで協力を仰ぎな

がら就労移行を進めてらっしゃるというふうに拝見しております。 

  あと、民間の活力を入れるというところでございますが、そういったところで

は、例えばですが、就職支援のネットワーク会議の所では、民間の企業の方にも

ご参加いただいているところでは、民間の活力を入れていただいているのと、あ

と、これから皆さんの作業所での自主生産の生産品作ってる所につきましては、

民間の、いわゆる作業所の関係者じゃない方にもご利用いただけるように準備を

進めている所があるかなというふうに考えております。これについても、今後ま

た一層力を入れていきたいと思っております。以上です。 

○座長 

  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○委員 

  すみません。 

○座長 

  あ、どうぞ。引き続きお願いします。 

○委員 

  ありがとうございます。内容がどんなものかなと思って、今私がたまたま申し

上げた、１週間通して、支援のためだけにいろいろ授産とか、作業に関わらない、

本当に指導部門だけのプログラムを組んでやっていらっしゃる所なんですが、２
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７ページの委員の御意見の中で、中ほどの所に「基本的なビジネスマナーの習得」

というふうな言葉が入っていますけれど、本当にこれは福祉とか専門の方でなく

ても、民間の、いわゆる社会生活をおくるための必要なことを教えられる人なら

ば、どの方でも携われるなと思って、その施設を見学したときにそう思ったんで

すが、施設の数と言うよりも、その内容的に、プログラム的に充実したものがあ

ればいいなというふうに思いました。以上です。 

○座長 

  ありがとうございました。２７ページの意見も引き合いに出していただいて、

何かございますか。よろしいでしょうか。 

○委員 

  民間の事業所ですと、株式会社なり有限会社組織で就労移行を始められている

所があって、そういう所では、こういうビジネスマナー的なものを入れられたり

されています。前回もお話しさせていただいたんですが、どうしても、民間でや

っているから、いわゆる企業になって、少し厳しい所があって、利用する所でも

それなりの選定をされてしまうので、そこはまあ役割分担なのかなとは思ってい

るんですが。 

  それと、民間の事業者さんの力を借りるという意味で言うと、他区では民間で

障害者の就労支援をしている企業の方を、契約を結んで講座を開いていただいて、

その中でビジネスマナーの習得とか、企業側の視点ですね、面接の前に身につけ

ておいてほしいこととか、そういう講義をする所に一定の予算を割かれていると

いうところもあります。最後の面接のところでは、模擬面接会をやったりという

ような形で一緒に私たちも協力をさせていただいています。予算を付けて民間の

活力を入れているという事例もあります。 

  民間活力というところで言うと、今いろいろな民間のコンサルタント会社さん

も参入されているので、そういう意味では特に精神障害をお持ちの方の就労の部

分については、企業さんのほうにノウハウが少ない分、お金を払ってでも民間企

業にそこの部分を委託をしてやっているというような、私たちから見ると、こう

いうギリギリの雇用管理をされる会社さんも出て来ているので、そこは良し悪し

かなというふうに感じています。そこを一部、問題点としても書かせていただい

ています。 

○座長 

  ありがとうございました。それでは、さらにこの就労支援について、ご意見あ

るいは感想でも結構でございますが、ございますでしょうか。 

○委員 

  私も就労支援の意見を出させていただいてるんですが、この資料３の、言って

みれば就労定着というのは、非常に時間と労力が大変かかるんです。委員がおっ

しゃってる部分もございます。そういう意味では、練馬区の就労支援機関として

レインボーワークが一人でやっておられますが、具体的に言いますと、私も書き

ましたけど、そこでは手が回らないので、我々が定着、現場でやってるという実

態があります。 
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  そういう意味では、この○２の所の「支援機関の充実」「ジョブコーチの支援」

などの、もう少し具体的な内容、ビジョンですかね、を区としてもよく考えてい

ただきたいなと思います。ということは、我々の就労支援事業は、どこまでそこ

を期待してやれるのか。私、ちょっとコメント書きましたが、なかなか本体のレ

インボーワーク、行政機関が、なかなかそこまで充実するには、いろんなことを

含めてあるとすれば、就労移行支援事業所を補助機関として考えて、就労支援の

仕方を区の行政の中で考えられないのかという意見を述べさせていただきます。 

  そんな内容が１つと、やはり就労移行支援事業をする前も申し上げたんですが、

なかなか民間がやる場合には、利用者が巣立ちますと、なかなか運営がうまく行

かない。それでレインボーワークさんからは、それなりに支援してもらってるん

ですが、少なくとも国の決めてる半年間の間は、まあ就労時期をコントロールす

るのは非常に難しゅうございまして、一種のタイミングというんですかね。利用

者と企業とのタイミングというのがございますから、早い人はもう４月とか…、

６月。なるたけ訓練期間を考えながらやるように言ってやってるんですが、タイ

ミングの状況によってはかなり、２年のうちの半年で就労してしまうとか、そう

いう事態が起きております。 

  そういう意味では、我々はほかからの収入がございませんので、そういう意味

で、何度も申し上げているかもわかりませんが、そういうところの区の考え方を

もう一度よくいただかないと、就労移行支援事業所も、なかなか具体的な長期ビ

ジョンとしては非常に難しいと言いますか、悩んでるというのが正直です。以上

でございます。 

○座長 

ありがとうございました。 

○委員 

 感想なんですが、発達障害の兄弟を持ってまして、何が大変だったかというの

は就労なんです。それで知的に遅れがないものですから、普通学級をずっと出ま

して、専門学校まで出したんですが、就職というのは本当に大変で、ハローワー

ク通いをしました。それでいくつか、２カ所就職しまして、それで今３カ所目で、

初めてレインボーワークのお世話になったんです。それが去年の４月です。本当

に１年間ずっとレインボーワークでお世話になりまして、その前に就職面接会な

どがあっても、集団の就職面接会だと特別支援校の先生とかが必ず付いて来てい

て、うちみたく発達障害の一般の所は、親が付いて行くよりほかないんです。常

に親なんです。 

 それが、初めてレインボーワークさんが、今回特例子会社に入りましたので、

その後も継続的に見に行ってくれて、前日にはお電話をくれて、それで「伝える

ことはありますか」とか、彼の気持ちを聞いてくれたり。親には子どもはなかな

か言わなくなってますので、そういう意味じゃ、本当にこんなにうれしい、楽な

ことはあるものかと、親はとても感謝してます。 

 だから、発達障害の子どもの件数がすごく増えてますでしょう。それで学校が

付いて行ってるのが多いものですから、就労と言うときには、やっぱり先生たち
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の手助けがほとんどないものですから、親が関わるよりほかないという状況なの

で、レインボーワークをこれからも、もっともっと人数も、もう本当にかなり手

一杯、一生懸命頑張ってくださってるのがよくわかるので、何とかレインボーワ

ークをちゃんと人数も入れて、ちゃんと動けるようにしていっていただきたいな

と思っております。 

○座長 

 ありがとうございます。 

○委員 

  今私は身体障害者の相談員をやっております。それで、先日のこの報告書の４

３ページを見ていますと、就労生活支援の相談機関の充実ということがうたわれ

ているんです。それで、２５．２％ということで、相談機関の充実という要望が

非常に多いわけです。今私が実際に相談員として就労相談をやることがあるんで

すが、その人とよく話していますと、全く相談機関がわからないと。どこに行っ

たらいいかわからないということが現状になってるんです。それでいろいろ話し

てみますと、手帳をもらってますので、相談機関としては福祉事務所だけが知っ

ております。 

  そのほかレインボーワークとか、生活支援センターも全く利用したことがない

という状態の人が非常に多いんです。それで、毎年の雇用促進月間ということで、

いつも、練馬区報の９月１日号ですか、それを読んでみますと、レインボーワー

クのご利用をということで書いてありまして、それで就労相談または就労支援説

明会という表現がなされています。しかし、就労の窓口としては、生活支援セン

ターとか、それからそのほかの機関が一切載ってないということなんです。 

  それでもって就労促進協会の集まりとか、そういう所へ行きますと、もう就労

相談の場というのは、生活支援センターあるということを普通のように言われて

いるんです。そういう点から見てみますと、やはり相談窓口の紹介とか、それか

ら相談窓口の充実というものを、やはり練馬区報とかによって、はっきりと「相

談窓口はここである」ということを説明されたほうが、就労を希望する人にとっ

てはいいんじゃないかというふうに考えまして、意見を述べさせていただきまし

た。 

○座長 

ありがとうございます。 

○委員 

 私は、レインボーワークで就労活動をやってますが、そういうことを踏まえて

言いますけれども、いわゆるレインボーワークでやってくださることって、非常

にありがたいことなんですけども、それとか、「きらら」さんでトライアルゼミ

といった就労のゼミがあるわけなんですけれども、そういう所で行なわれている

ことは、主に求職の方法とビジネスマナーと面接の方法とか、そういったいわゆ

る就活に関すること、一般的に言うと就活に関することが多いんです。 

 でも実際、私が就労に至るまでの経験を踏まえて言うんですけれども、まず３

つクリアしなきゃいけない問題というのがありまして、まず自分の健康がどのぐ
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らい、要するに病状が安定すれば就労に耐えられるのかとかが第１点と、それか

らもう１つは、人間関係がどのようにすると保っていかれるようになれるかとい

うことが第２点と。第３点として、その職業。ところが、これは確かこの前意見

があったと思うんですけれども、いわゆる企業が求めているスキルと、それから

障害者の持ってるスキルとのギャップがすごく大きいということで、いわゆる職

業スキルです。その３点。 

その３点で、どういうものが実際に企業に勤めるには、その３点をどのように

クリアしたらいいかということを、それはもちろん個人個人の問題だと思うんで

すけど、そういうことを定期的に区でレクチャーを、いわゆる当事者を集めてや

ってほしいという要望があるんですけれども。もう少し、そういうレクチャーと

いうことがあれば、みんな各事業者が参加するとか、そういうことで意識も高ま

ると思うんですけれども、そういうことをやっぱりレクチャーしてもらいたいと

いうのが、非常に切なる希望だと思います。以上です。 

○座長 

 ありがとうございました。具体的な就労支援プログラムの内容のご提案という

ことでいただいたと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 

すみません、冒頭の質問でちょっと質問し忘れたというか、足りなかった部分

が。先ほど若干言っていただいたんですが、相談の中身とか質の問題で、先ほど

区のほうからも説明はしていただいたんですが、困ってるんですかね。もう少し

内容も統計的に出していただければ。ある意味、私も今、まだ私は旧ホームで授

産施設ではあるんですが、年に１～２例は就職する方もいて。 

最近割に定着率いいみたいなんですが、以前はかなり、やっぱり戻って来るケ

ースというのがいたんです。ですから、その辺りの離職率とか離職の状況がどう

なっているのかというようなことも、もうちょっとわかるとありがたいなという

ふうには思いました。 

それと、障害者の就労で、これはちょっと教えていただければ。要するに、現

実に企業側が求めてるものというのは、どんなものなのかということと、あと、

実際に就労を支援していく側で見ると、企業の側が雇おうという気持ちというか、

気概というか。もちろんご本人の能力高めてとか、さっきも出ましたけど、ビジ

ネスマナーとか、そういうようなことをいろいろ教えてということはあるんです

が、２０年ぐらい前になるんですが、ちょっと私が経験した中で、軽い知的障害

と聴覚障害の方の就職の支援をしたんですけど、学校出てすぐに就職をして、７

月の末になったら、ぷっつり休んだんです。 

企業側が「どうしたんだ？」と言うので。小さい会社というかレストランなも

のですから、人数がそもそもそういないので少なかったものですから、ちょっと

そこのマスターが行ったら「今日から夏休みです」という話をして。要するに、

学校時代って、ずっと７月の何日かごろに休みがあるわけで、夏休みが始まるん

だけど、本人は就職しても、それがあると思ってたんです。誰もそれは教えてく

れなかった。 
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聴覚障害があったために、そんなことは我々は当たり前すぎて、いちいち説明

しなかったんだけど。本人は就職しても、７月の２０日過ぎたら夏休みが１カ月

あると思ってたというのと。まあ、そこはたまたまそういうことで、ちょっと笑

い話のようなことで、そこでクビということにはならなかったんですが、意外と

そんなことがネックになったり。 

あと、もう１人あったケースは、割に就労能力もあって、仕事場では順調だっ

たんだけど、結局だめだったんだけど、何が一番きつかったと言ったら、休み時

間だと。みんなの話についていけないということと、あと、そこの現場の主任の

ような方がいて、ある日その方が休んだら、いきなりほかの人たちが、その人の

悪口を言い出して、それに耐えられなかったということがあって。 

結構、何かそんな辺りのことが引っ掛かって、就職がだめになっちゃったとい

う、そんな例もあるので、ちょっとその辺りで、どんなサポートが必要かという

ことと、企業側がどんなものを求めるかというのを、ちょっともし教えていただ

ければ、何か我々もまた、支援の中でそれを考えるとか、伝えていくということ

ができるかなと思って。そういうことを、ちょっとやっていただければと。 

○座長 

ありがとうございました。もし、企業側の求める人材像であるとか条件みたい

なところで、何かお聞かせいただきたいと思います。 

○委員 

個人個人持ってらっしゃる能力も違いますし、難しいご質問なんですけれども、

ちょっと最初ずれるかもしてませんがが、まず企業の方が障害者雇用を考えると

きに、一番最初に考えるのが「今ある仕事があって、そこができる人であれば、

私たちは別に障害者の方を差別はしてません」という言い方をされるんです。で

も、そうは言っても、何らかの障害をお持ちなので、ご本人が頑張ればできるこ

とと、頑張っても障害ゆえにできない部分があるので、そこのご配慮はしていた

だきたいということで、まず企業指導を始めていくんですが、その中で、やっぱ

り企業さんは企業経営なので、健常者と同じことができる人がまず一番というの

がどうしてもあって、その中で、じゃあご本人の不得手な部分を、どうすれば補

完していけば戦力になるのかということを考えていかれるんです。 

そうやってまず最初に身体障害者の方の雇用が一定数進んだんですが、その後

雇用促進法の改正があったり、行政のほうで障害者雇用が進まない場合に、雇い

入れ計画の作成命令というものをかけるんですが、それが企業にとっては、障害

者雇用に協力的ではない、理解がない企業ということで、最終的に企業名が公表

というペナルティーがあるので、それはとても不名誉なことなので、何らかの形

で雇用を進めたいということで、次に知的障害の方の職域が、一定のジョブコー

チが入ったり、ご本人の障害特性に配慮した、マッチングできるお仕事があれば、

充分力を発揮できるんだということがわかってきて、知的障害の方の雇用が進ん

でいきました。 

その次が、今、知的障害の方も逆に各施設で、先ほど委員からもお話ありまし

たけど、就労準備をしているんだけれども、企業のほうにどんどん送り出してし
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まうと、短期間ですぐ就労に向かってしまうというところがあって、今、人が準

備ができている知的障害の方がどんどん少なくなってるという状況になってき

た中で、平成１８年の促進法の改正で、精神障害の方の雇用率カウントというと

ころで、まずは健常者の方と同じぐらいの勤務時間働ける方の雇用が進み、そこ

で、やっぱり長い時間はちょっと厳しいかなという方の短時間就労のところに、

だんだん目が向いてきてるという状況なんです。 

その中で、以前は、今ある仕事に障害者の方を当てはめるという考え方があっ

たので、でも、それでは雇用が進まない。今は「その方が持っている能力に見合

う仕事を切り出してください」という企業指導をしてるんです。なので、そうい

う意味では、求める部分というのは、その方の適性がどんなところにあるのかと

いうのを、支援者側に把握をしておいていただきたいというところと、今、就労

に向けて準備されている方には、そうは言っても、ここまでしかできないという

ことではなくて、自分の持てる能力を少しでも伸ばしていけるように、新しく企

業に入った後も、いろんなことにチャレンジをしていけるというような、ご本人

のモチベーションを上げていただくような取組みをしておいていただけるとい

いのかなと思っているんです。 

実際入られて、すぐに慣れてしまって、当初はすごく時間がかかってたんだけ

れど、あっと言う間にこの作業を終わってしまった。そうすると、当初企業さん

が想定されてたお仕事がなくなってきてしまうので、じゃあ次はこういう仕事と

いうふうに職域が広がっていくと、その方もやりがいを持ってお仕事ができます

ので、そういう意味で言えば、知的障害の方については、ご自分に上限を置かず

に、いろんなことにチャレンジしていただけるようなお気持ちを持っていただく

ことと、一番企業が求めるのは、素直な子というイメージなんです。 

やっぱり、ご本人のために注意をするのに「できない」とか「嫌です」とかと

なってしまうと、そこで就労が継続できないというケースが多く見受けられるの

で、できれば、最初はできなくてもいいんですけれども、入ってからチャレンジ

をしていって、周りのアドバイスを素直に受け取っていただいて、伸びていただ

けるようなところを、企業は期待してるかなとは思います。 

それぞれの障害によってそれぞれ特性があるので、あとは、例えば発達障害の

方で言えば、ご本人の特性、本当に得意分野がありますから、そこがうまくマッ

チすると、本当にすごく力を発揮される方もいらっしゃるので、そこはさっきお

願いしたように、支援者側が「この方の特性は、ここにあるんです」という形で

の提案をいただくと、その中で企業側は仕事の範囲を考えていただけるというチ

ャンスも出て来るので、そこはやっぱり、支援機関の力の見せどころというか、

普段ご本人と接していただいている方が一番わかってることなので、そこをぜひ

伸ばすようなご支援をいただければなと思います。すみません、ちょっと非常に

難しいテーマなので。 

○座長 

はい、お願いします。 

○委員   
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いろんな場面で質問したことがあるんですが、こちらの沿うような答えが返っ

て来たことないので、再度お願いなんですが、こういう就労支援に関するデータ

というのは、何名就職しましたって実績とか、うまく行った例の発表は多いんで

すが、実際に私たち移行支援やっぱりやってて、定着率というのを非常に大事に

うちはしてるんですが、どのぐらいの定着率、まあ出しにくさがあるので、何回

かお尋ねしても一度もお答えいただいたことないんですが、レインボーワークか

ら、こうやって何名就職しました、じゃあ３年ぐらい、まあ１年という区切り方

もあると思うんですが、１年定着したのは何名いるのか、３年ぐらい定着した方

が何％ぐらいいるのか、定着しなかったのは、どういう理由で定着できなかった

のか。 

私たちのほうで就労移行支援してても、何回もだめになって、また辞めて来た

って、傷が増えていってるというか。だんだん、さらに再度挑戦する意欲を失っ

ていく方たちがいるので、非常にそこは重要な部分だなと就労支援するときは思

うんですが、そういうデータがなかなか出て来ないので、ぜひこの実績、区報に

も出てるような「何名就職しました」って実績の数を追うことも大事かもしれな

いんですが、定着率なんかもぜひ謙虚にというか、今後のためにも、うまく行か

なかった例であるとか、そういうところをちょっと公表していただくと、本当に

ありがたいなと思うことが１点と、ちょっと伺いたいのが、今まで３００名以上

の企業が１．８％の雇用率の達成率の納付金を納める義務があった。去年の７月

に２００名に引き下げられて、今度２４年度ですか、１００名に引き下げられる

ということで、だんだん小規模な所の会社もターゲットになるなと思って勢い込

んでいるんですが、ここのところ会社回りして、３００名規模以上の大きな会社

でも１．８％の達成率に、で、特例子会社を作る元気もない。でも、各部署にそ

れぞれやってほしい仕事は障害者にあるんだと言いつつ、じゃあ、そこでちょっ

と配慮いただいたら、この子たちちゃんと働けるのにと思うところが「人は付け

られません」と言われる所が結構多いんです。 

もちろん企業さんなので、人は付ける余裕はないだろうということで、こちら

もジョブコーチを付けるんですが、ずっと何年も張り付くわけにも行かないとか、

その辺の企業のほうの動向というか、それが２００名に切り下げられて、納付金

も、２００名規模の会社でも払わなくちゃいけなくなる。その辺の全体の動向と

いいますか、会社のほうの動向などをちょっと伺わさせていただけたらなと思い

ます。 

○座長 

よろしいですか。 

○委員 

ちょっと資料がないのでイメージになってしまうんですが、規模別の雇用率と

いうのは発表されているんですけれど、私たちが企業指導する中で、やっぱり一

番厳しいのが、実は３００人規模なんです。やっぱり大企業さんは、それなりの

人員がいるので、仕事も切り出せるし、人の配置もできる。でも、３００人規模

の所というのは、現実的にはいっぱいいっぱいなので、なかなかご配慮をしなが
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ら、障害者雇用を進めるというのは、実は一番厳しいところだと私は思っている

んです。 

  そのさらに下に対して、納付金というペナルティーの部分を今広げているので、

そういう金銭的な負担は、小規模な企業ほどとてもご負担でしょうから、できる

ことなら納付金を納めないで済むように、障害者の方をこの機会に雇用されたい

ということでご相談にいらっしゃる所もあります。 

結局そこは、職、その業種にもよりますけれども、うまくマッチングできると、

障害者の方、まあ実習などから受け入れていただいて、雇用してみたら「全然戦

力になってますね」という形で雇用を進められている、小規模な、これから納付

金の対象になるような会社さんもありますし、業種によって全く「ちょっと、そ

れは厳しいですね」という所もありますし、一概にこれは言えないので。 

ただ、少しずつ仕組みを変えている中で、いろいろな所で働く障害者の方が増

えていっていることは確実なので、皆さんから見ると、とても歩みが少ない、小

さい歩みだとは思うんですけれども、少しずつ拡大をされている。そこにはやっ

ぱり、特に、初めて障害者雇用に取り組まれる企業様はわからないことが多いで

すから、やっぱり支援機関、支援者、日ごろ日中活動されている作業所さんなど

のお知恵をいただきたいので、その方の特性がわかっている方にぜひ支援をして

ほしいというのは、企業ニーズになるんです。 

そこをただ、何年もいつまでも入っていただかないと、自社の社員としてきち

んと雇用管理できないというのは、やはり企業として自立してないと思いますの

で、そこが今ちょうど、私が一番危惧しているのが、変わり目の時期で、障害者

雇用が一気に進んだ中で、支援機関の力を借りながら進めてるんだけれども、そ

こが進みすぎた中で、「進みすぎた」といういい方はおかしいんですけど、支援

者の手が足りない中で進んでるので、定着という部分では、これからの本当に課

題になってくると思っています。 

そういう意味では、いろんな所が連携し合って、どこも人手が足りない、時間

が足りないというところの役割分担を、一緒にやっていければいいなと思ってい

ますが。定着というところで言うと、全部の障害の方の分析は、実はしてないん

ですけれども、ちょっとデータが必要になって、精神障害の方だけの分析を１年

間でやってみたことがあるんですが、やはり支援機関が付いているほうが定着を

してるんです。 

ただ、そうは言っても、支援者が付いていても離職をされてる方もいらっしゃ

って、それは、その支援者側の、私たちも含めた連携が充分できていなくて、も

っと早い段階で支援に入れれば続けられたのにな、という事例もありますので、

先ほどもお話ししたんですけども、お互いが知恵を出し合ってやっていくしかな

いのかなというところですね。 

○座長 

ありがとうございました。それでは、概ね皆様方から意見あるいは委員の皆様

方の間での情報交換・意見交換できたと思いますので、一応就労支援については、

検証という部分では以上とさせていただきたいと思います。 
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大きな流れとしては、マッチングだけではなくて、この相談にも表れるような

定着に向けての個別の支援と、それを区全体で見たときの仕組みのあり方など、

また、相談の窓口そのものを、ご存知ない方へのアウトリーチというか、その必

要性、さらには、当事者間でのサポートの必要性みたいなところも、皆様方の意

見の中では読み取ることができたんだと思います。また新しい計画に向けての具

体的なアイディアというところで、活かさせていただくということで、一応この

部分についてはまとめさせていただきたいと思います。 

それでは、ちょっと半分より過ぎて、今日は１つ議題がなくなった割には充分

な議論が進んだせいか、もう半分を越えてしまいました。ちょっとだけ休憩した

いんですけども、今回、この第５回で初めてお顔を拝見することができた米村委

員さん。ちょっと全員で自己紹介し合う時間はないので、自己紹介だけ簡単にお

願いしたいと思います。 

○米村委員 

〈自己紹介〉 

○座長  

どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは、ちょ

っと気持ち５分ぐらいかもしれませんけども、休憩をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

＜休憩＞ 

○座長 

準備が整った方からご着席をいただきまして、再開をさせていただきたいと思

います。それでは２番目の議題になりますが「障害児支援について」に移りたい

と思います。こちらにつきましても、まず事務局からご説明をいただいた後、委

員の皆様方からご意見を頂戴したいと思います。では、よろしくお願いします。 

○事務局 資料４の説明  

○座長 

ありがとうございました。それでは、ただ今説明いただいたことも踏まえて、

障害児支援について委員の皆様方からご意見を頂戴したいと思います。先ほど同

様、前もって意見として資料に掲載していただいている委員さん、再び基づいて

必要なご発言をいただければというふうに思います。 

○委員 

説明が非常に大ざっぱなので、具体的に説明していただきたいと思います。○

２の、上から２番目です。「教育現場においての通常の学級に通っている発達に

心配のある子どもについては、学校内の教育相談や学校巡回相談等による支援体

制の整備を進めていますが、一層の充実が必要です。」と。「一層の充実」という

のは何を指すんでしょうかね。よくわからないんです。こういう言葉が多々あり

まして、児童デイサービスの創業支援セミナーはどんなふうにするのかとか、そ

の下の「３歳児健診の検査の結果、日常生活習慣等の問題について継続的指導が

必要と認められた子どもを対象に、３歳児心理経過観察を行っています。」とい

う、具体的にどんなことをしているのかというのを具体的に示してください。よ
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ろしくお願いします。 

○座長 

ありがとうございました。 

○事務局 

本日教育委員会の職員がおりませんので、私の知っている範囲でお答えさせて

いただきます。足りない分については教育委員会に伺って、また後日報告させて

いただきたいと思います。 

学校教育の現場で教育相談や学校巡回相談に対する支援体制整備を進めてい

るということでございますけれども、現在学校教育では、発達に心配のある子ど

もを対象に、学校の巡回相談ということを実施しておりますが、２１年度から学

校巡回相談の中に専門家チームというのを設けまして、発達障害児等の方々に対

して支援を強化しております。 

その専門家チームの内訳ですけれども、心理職の方、巡回相談を担当した者、

それから教育委員会の職員でチームを組みまして、学校に派遣をして支援をして

いるということです。それから、この専門家チームでは、ただ単に助言をするだ

けではなくて、それぞれの発達に心配のある子どもに対する検査を実施しており

まして、小中学生に対しては、私は専門家でないので詳しくないですが、ＷＩＳ

Ｃの３という検査を実施して、その子どもの状態について、より詳しく検査をし

ていると伺っております。 

こうした取組みをさらに進めていきたいということで、教育委員会からは説明

を受けております。この専門家チームによる検査と、それから学校巡回相談との

連携によって、発達に心配のあるお子さんへの支援をさらに進めていくというこ

とです。さらに、個別の教育支援計画は 19 年度から、就学支援シートについて

は昨年度に試験的に実施し、本年度から本格実施になったと伺っております。足

りない所があれば、また情報を入手し改めて報告したいと思っております。 

それから次に、創業支援セミナーについて説明をさせていただきます。これは

半日程度の講習会を３回実施する予定になっております。それから、希望者対象

のオプションの講習会として法人会の取得するための講習会を１回予定してお

ります。さらに、個別相談会を、大体１０団体程度を想定して実施する予定にな

っております。講習会の中身ですが、福祉系の人材開発機関から、企画の提案を

受けて実施することになっておりますので、その内容によって多少変わるかと思

いますけれども、私どもが想定しているものについては、ガイダンス、児童デイ

サービスの概要、指定基準について、新体系事業における事業経営、実際に児童

デイサービスを実施している事業者、成功事例の紹介など、児童デイサービスの

サービスのレベルアップ、それから指定のための申請書類の作成方法と、実務的

なものを考えております。 

個別相談については、経営的な視点からの支援を受けられるように考えていま

す。事業そのものの内容については、支援がいろいろな所で行われていますが、

事業を成り立たせて継続していくためには、ある程度経営的な視点も含まれるよ

うな講習会を実施したいと考えております。 
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○石神井保健相談所長 

３歳児の心理経過観察については私のほうから説明させていただきます。区内

６所にあります保健相談所では、４カ月健診、１歳６カ月健診、３歳児健診の法

定健診を、母子保健法に基づき実施しております。その際に、健診のときに保護

者のほうからご家庭でのご様子、育児で気になること等についてのアンケートを

集めると同時に、小児科医による診察を行なっております。その中で、この方は

発達障害の可能性がある、もしくは発達上の問題を保護者の方が持ってらっしゃ

るという方につきましては、別途カルテを作成しまして、同じ健診の日に、心理

相談というのを行なっております。 

その、それぞれの健診に付随していましたので、３歳児の健診のときには、「３

歳児の心理経過観察」という名称にはなったのですが、先ほども係長から説明が

あったように、集団の中に入って、４歳、５歳となって初めてわかるところもあ

るということですので、その対象を広げると同時に名称も変更ということで、現

在は「心理発達相談」としてやっております。 

その具体的な内容につきましては、雇い上げの大体１回につき２名から３名の

心理療法士、それも一般の心理療法士でなく、発達障害とか発達について非常に

詳しい方ということで限定して雇い上げておりまして、その方が、例えばＷＩＳ

Ｃなどの発達に関する心理検査を行なうと同時に、実際の診察場面でコミュニケ

ーション能力を診たりまた、行動観察を行ったり等によりまして、例えば言語

性・動作性の発達上の特徴等につきまして、診ていきます。１回ではわからない

ということもありますので、その場合には数カ月置いて、もう一度その方を拝見

して、継続的に関わっていくということを行なっております。以上です。 

○座長  

いかがでしょうか。 

○委員 

  いいです。ありがとうございました。 

○座長 

  特に教育委員会の部分については、なかなか今の事務局のご説明では、教育委

員会としての取組みが確かに伝わりにくいところがあると思いますので、懇談会

の中でそういうご意見をいただいたということを充分にお返しいただいて、より

的確な状況を把握、また、この委員の皆様方で共有していくことは非常に大事だ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員 

  こういうものが出るときには、教育委員会が出席すべきだと思いますが。 

○座長 

   はい。テーマに応じてやはり必要な、この所轄課からだけではなく、出ていた

だくということは、私も必要だと思いますので、また事前にその辺りも相談させ

ていただいて、より詳細な情報が説明できるような、そういった懇談会運営をま

た図っていきたいというふうに思います。貴重なご意見ありがとうございました。 
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○委員 

  練馬区内で児童デイサービスを経営していますが、前回ちょっと練馬区内の児

童デイサービスのことについていろいろお話させていただきまして、委員会のほ

かの委員の皆様からもちょっと問題点等を、発言があったんですけども、前回の

委員会が終わってから、１２月に障害者自立支援法の改正のものが出まして、ご

存知の方も多いかと思うんですけども、ちょうど今日入ってた資料の６－２とい

うものが入ってるんですけれども。 

ここで児童デイサービス、いろいろ変わることになりまして、まず２枚目です

か、めくって、ちょっとページが振ってないので。１枚めくって、もう１枚めく

っていただくと、⑤という所に「障害児支援の強化」というのがありまして、平

成２４年４月１日施行ということで、今私たちがやっている児童デイサービスで

放課後型と呼ばれてるものには、新たに放課後等児童デイサービスというのを作

るということになりました。 

  法律のほうも、障害者自立支援法から、児童福祉法のほうに移すということに

なったんですけども、じゃあ、これの具体的な中身がどうなっているのかという

のがまだ全然わからなくて、こちらの下のほうの表に書いてあるんですけども、

「障害児支援の強化」というのが下から２番目にあって、４月から６月、今年の

４月６月ですね。ここで初めて、施設体系の一元化に関わる基準とか、報酬的な

基本的な考え方の提示を示すということになっているので、新しく放課後型児童

デイサービスというのはできるんですけれども、じゃあ、これが一体どういった

基準を満たせば認めるのとか、どんな人をつければいいのかというのが、ちょっ

とまだ今、全然わからない状態になっています。とりあえず、何かはっきりと放

課後型児童デイサービスというのが出来るというのはうれしいことなんですけ

ども、ちょっとその中身が見えてきていません。 

それともう１つ、これは確実にうれしいことではあるんですけれども、前回ほ

かの委員の方がお話ししたんですけれども、今の児童デイサービスの問題の１つ

として、１８歳問題。高校３年生であっても、１８歳になったら、その１８歳に

なった月で利用が打切り、つまり高校卒業まで使えないという問題があったんで

すけども、これが新たに２０歳まで使えるようになるということになりました。

これは、なんで２０歳かと言うと、何らかの、例えば病気か何かで学校を１年間

休んでしまったとか、入学が遅れてしまったという子もいるということなので、

高等学校に行っている限りは２０歳まで利用できるということになりました。 

これは確か先倒しで、来年の４月１日からでなくても、確か今年の４月１日か

ら、もう区のほうが認めれば、それはもう受け入れたという話を聞いているんで

すけども、それは、それで良かったんでしたっけ？ 

○事務局 

  １２月１０日から。 

○委員 

 １２月１０日からもう。はい。なので、ちょっと前回の委員会でお話があった

１８歳問題だけは、もう解決したということをお伝えしておきます。すみません、
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補足というわけではないんですけども、参考までにちょっと話をさせていただき

ました。 

○座長 

  ありがとうございました。お願いいたします。 

○委員 

  児童デイのことでもあるんですが、その前に、先ほど話題に出た教育委員会の

部分という話が、巡回相談員のことであったんですけど、私もちょっと２０年度

まで非常勤で教育委員会に勤めてたものですから、ちょっと知ってることといい

ますか、１８年度に教育委員会で特別支援教育の強化ということで、練馬区でも

１８年度に福祉事務所のある４地区、練馬、光が丘、石神井、大泉の４地区に各

３名ずつの学校巡回相談員、大学院を出た臨床心理士の方を置いて発足した制度

なんですけども、ただ、その大きい地域に３名しかいないということで、１人の

臨床心理士の方が、もう数校掛け持ちで回ってるということで、それを充実させ

るということは人数を増やしていくということで、私は去年で辞めてしまったの

で、その後わからない。多分増えてると聞いてたので、これを増やしていこうと

いうことだろうなというふうに私は聞いてたんですけど、また教育委員会のほう

から詳しく聞かれるとあれかと思うんですが。 

  とにかく４地区に対して３名ずつの臨床心理士の方が、今は１２名配置されて

る。専門チームもなかなか発足しなくて、私がいたころから言ってて、やっと２

１年度に発足はしたんですが、巡回相談は直接指導ができないんです。担任をし

て発達障害を抱えてる、困ってる担任にアドバイスをするというだけで、本当に

現場のこの相談員の方たちが「もう、靴の上から掻くような思いです」と言われ

てるんですけど、本当に直接指導ができないという制度があって、なかなか進ん

でない状況です。 

  それからすみません、児童デイの今出た問題なんですが、私も、区のほうでこ

んなにつくろうとなさって、その就労、創業セミナーをされるということは、そ

の中身について伺いたかったんですが、東京都のほうに、去年の４月に確か同時

に児童デイでスタートしたんですが、伺いに行くと、「療育をやってもらうこと

が本来の児童デイで、それを広めてください」みたいなことをよく言われるので、

放課後型デイ等の実態、そのお呼び出しもうちにはかかってないのでわからない

んですが、区のほうで考えてるこの児童デイ、さらに増やしていこうというのは、

放課後重点ということなのか、療育的なものを増やしていくのか。 

  それと、この２４年度のこども発達支援センターの中でも、療育的なことに力

を入れていかれると伺って、競合するんじゃないかと前から心配ではいたので、

この辺の中身がどうなるのか、今は就学前で切っているのが１８歳まで延長され

るらしいという、うわさでしか聞いてないので、その辺充実されることはうちと

しても望ましいことなんですが、具体的に、もう来年度のことですから、構想が

出ていたら、もう少し具体的に伺わさせていただきたいのと、創業支援セミナー

はどちらを、療育を充実させようとしてるのか、放課後デイを充実させようとし

てるのか、お伺いさせてください。 
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○座長 

  では、ご質問ということでありますので、今、先に説明をしていただけばよろ

しいですか。関連します？ よろしいですか。では、ご説明をお伺いしたいと思

います。 

○事務局 

  では、まずセミナーですけれども、これは両方と考えております。今、児童デ

イサービスがございますが、これが児童福祉法になりまして、放課後デイサービ

スのほかに、今、発達支援的なものが児童発達支援という形で位置付けられるこ

とになっております。この両方の支援ができればと思っております。 

  それから、こども発達支援センターですけれども、この事業は、相談と療育と

どちらも実施する予定になっております。これは今、中村橋の心障センターでも

実施しているものです。対象は１８歳未満まで広げるということになっておりま

すが、今度の法改正で２０歳まで対象になりますので、それに合わせた形になる

と思います。 

○座長 

  よろしいでしょうか。 

○委員 

  私の意見なりちょっと話しておきたいと思うんです。８ページですけれども、

保育所・学童クラブで、障害のある子どもがどんどん増えている傾向にあるとい

うこと。この中に「一定の条件のもとで受入れを行っていますが」と書いてあり

ます。この一定の条件というのは、多分、障害の特性という配慮を考えていただ

けてると思うんですけれども、例えば両親が聴覚障害、ろうの場合、その場合に

は、どうしても保育所というのは非常に大切な意味あるわけです。 

  両親が勤めてる場合は、ろう学校・幼稚部に通えない面もあります。入れない

面もあります。幼稚部に入る場合は、どちらかの親が、ついて行かなきゃいけな

い。両親が勤めを持っている場合、それができないです。保育所では、生活慣習

だとか、言葉を覚えるとか、非常に大切な役割はあるんです。その辺については、

かつては、両親ろうの場合の子どもは特別な配慮で入れたということがあり、結

構聞いてますけど、今その状況はどうなのか聞いておきたいです。 

  それからもう１つ。本当に大ざっぱなデータしかないので、ちょっと困ってる

んですけれども、１０ページの受入れ状況が書いてあります。これ、障害別には

書いてないんです。わかりません。それから受入れ状況もそうですけれども、実

際、希望される方どれぐらいいて、どれぐらいの方が通ってるかわからない、こ

の辺のデータも、ちょっと出しておいてほしいなと思ってます。 

○座長 

  ありがとうございました。これもご質問なので、お答えいただいてよろしいで

しょうか。 

○事務局 

  恐縮ですが、私の知っている範囲で答えさせていただきます。足りない所は、

それぞれの主管、保育課、子育て支援課に確認した上で、改めて報告させていた
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だきたいと思います。 

  両親が障害をお持ちの方については、それなりの配慮をされているとは聞いて

おりますけれども、細かい基準等については手元に資料がございませんので、改

めさせていただきたいと思います。 

  それから、保育園と学童クラブそれぞれの障害の種別なんですけれども、これ

についても改めて資料を入手してご提示したいと思います。大変恐縮です。申し

訳ございませんが、以上でお願いいたします。 

○座長 

  関連ですか。 

○委員 

関連。 

○座長 

はい。 

○委員 

  関連しますけれども、保育所での障害児者に対する、障害の子どもというか、

例えば両親ろうの場合の保護者がいますね。そこに、保育所の方々の接する態度、

例えば手話通訳を配置するとか、または保育士が手話を覚えるとか、制度的には、

手話通訳は配置できるとは思いますけれども、やっぱり日常的な子どもの広場あ

たりですと、その辺はどうなってるかを、お聞きしたいです。 

○事務局 

  障害児を受け入れた場合は、その子どものために保育士を付けていると伺って

おります。その者がどういう…、質問に対する研修なども実施していると聞いて

おりますけれども、保育士が手話を勉強するとか、具体的なことについては、こ

れも保育課に確認の上、答えさせていただきたいと思います。以上です。 

○座長 

  はい、お願いします。 

○委員 

  障害児支援について意見述べさせていただく補足をちょっとします。私の知っ

てる限りでは、障害児支援について、児童福祉法と障害者施策の間を、もう行き

つ戻りつというような雰囲気で、最終的にはやはり児童福祉法に基づいた障害支

援が必要だというところの大事さを、ぜひ経験からお話しさせていただきたいと

思います。 

  私どもとすれば、３８年前から障害幼児を抱えた子どもの、まあ２歳から保育

園・幼稚園入る前の養育をやっておりまして、基本的に療育を中心にやるのと、

その保護者のケアをやるということを中心にやってます。そこで中村橋心障セン

ターさんとも連絡取り合ったり、私どもではできない部分での専門的なケアを行

政でお願いをしてると。今回、それは児童福祉法に基づく発達障害児支援という

形で統一されて、児童福祉法の下にやられてるわけで、非常にいいことだと思う

んです。 

  というのは、親御さんは実を言うと、自分の障害を受容するのに相当時間がか
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かります。まだ２歳３歳のときでは、なかなかそこを理解できない親御さんがい

っぱいいます。そこをどうやってケアして、早期にその障害幼児を療育すること

の大切さ。それが大きくなったときに、非常に障害幼児もそういう社会の中に１

人として上がって来るような事例があるんです。 

極端な言い方をしますと、これ幼児教室の職員が言ってたことなんですが、来

た子が手づかみでご飯を食べてる状況があったと。それを１から療育しながら、

箸を使えるまでするのに１年ないし２年半ぐらいかかる。それができることによ

って、保育園・幼稚園もできるという状況なんです。 

  ですから、非常にそこの部分では障害児というよりも、そういった児童福祉と

いう精神に基づいてやるということは、私も大切なことで、国がそういう方向で

整備したということは非常にいいことではないかと。行政もその観点に立って、

ここに書いてあります家族支援・障害児支援をぜひ充実して、我々もその１つの

一環の中で、そういうことをしていきたいと思います。 

  実際、今、幼児教室で毎年６０人ぐらいの待機者がいるんです、実は。で、私

どもは、療育を伴った幼児教室をまた別の所につくりたいと思ってるんですけど、

この夏にはっきりするということなんですけど、どういう形で国はそういう事業

に対して、言ってみれば支援していただけるのか。都が、区が支援していただけ

るのか。ぜひ期待を持ってやってる形でございますので、連絡もその中では宣伝

をつけてやっていただいてると私思いますし、ぜひそういうことを伸ばしていた

だきたいと思います。以上です。 

○座長 

  ありがとうございました。そろそろ予定している時間のほうが迫ってまいりま

して、障害児支援については、非常に国の動きが大きく変わろうとしている中で、

また、その一方で、しかし皆様方にとっては非常に重要なテーマだというふうに

思いますので、いったんは、ちょっと今日の段階では切らせていただきますが、

先ほど来ご質問いただいてるように、どれだけのニーズがあって、その上で今ど

れだけの進捗になってるかというところの、もう少し教育委員会の関係であると

か、もう少し資料があると、より皆様方も現状を理解する上で有効かなと思いま

すので、それをちょっと、宿題というわけじゃないんですけども、ご用意いただ

いて、次回は頭のところで確認をするということで進めたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

  それでは、まだまだご意見あると思いますけれども、確認ですけど、これは改

定練馬区障害者計画の検証でございますので、その検証をしつつ、次の障害者計

画策定に向けて、また繰り返し重要なことはご提出していただき、また議論して

いきたいと思いますので、これで終わりということではありませんので、お含み

おきいただければと思います。 

  一応ギリギリなんですが、あと１つだけ。今、話題にもなっておりますので、

簡単に。皆様方、認識していただいておりますが、改正障害者自立支援法の概要

について、ちょっと資料の簡単な説明だけお願いします。ご紹介はいいですので。 

○事務局 資料６の説明  



24 

○座長 

  ありがとうございました。最後に、事務局から次回の日程と意見書の確認につ

いてお願いしたいと思います。 

○事務局 

  事務局でございます。次回は３月２３日（水）です。この懇談会は火曜日開催

がこれまで多かったんですが、よろしくお願いいたします。本日よりも３０分早

く、６時～８時という形になってございます。それと、就労の部分と障害児の部

分で、追加資料等ございますので、用意できるものについては、事務局のほうで

用意させていただきたいと思いますし、委員からご指摘がございました出席の職

員についても、適正な回答できるような形で配置したいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。事務局からは以上でございます。 

○座長 

  どうもありがとうございました。予定時刻を少々伸びてしまいましたけども、

申し訳ございませんでした。では以上をもちまして、第５回練馬区障害者計画懇

談会を終了させていただきたいと思います。皆様、ご協力ありがとうございまし

た。傍聴者の皆さんもお疲れ様でございました。 

（終了） 


